
 

平成２０年８月６日 

 

「ＩＣキャッシュカード」発行手数料の無料化について 

 
武蔵野銀行（頭取 加藤喜久雄）では、「ＩＣキャッシュカード」と「生体認証機能付

ＩＣキャッシュカード」の発行手数料（１,０５０円）を平成２０年９月３０日までの期

間限定で無料としておりましたが、無料期間終了後の１０月１日以降も引き続き無料と

することとしました。 

また、ＩＣカードの有効期限（５年間）後の更新手数料（１,０５０円）につきまして

も、無料とさせていただきます。 

これは、発行手数料の無料化により、セキュリティレベルの高い「ＩＣキャッシュカー

ド」「生体認証機能付ＩＣキャッシュカード」の普及を促進し、お客さまから安心して取

引いただける「ＡＴＭシステム」の構築を進めていくものです。 

 

当行では、「ＩＣキャッシュカード」を平成１８年２月から取扱いを開始し、平成２０

年７月末現在で約６３千枚を発行、また、「生体認証機能付ＩＣキャッシュカード」につ

きましては、平成１９年６月に取扱いを開始し、平成２０年７月末現在約３０千枚を発

行しております。年々発行枚数は増えており、磁気ストライプだけのカードに比べ偽造

や不正利用が困難であることから、安心して利用できるとご好評をいただいております。 

なお、ＩＣ対応ＡＴＭは、県内の全営業店（９１か店）に各２台以上設置しておりま

すが、今年度は、お客さまのさらなる利便性向上を図るため、店舗外の自動化コーナー

に約１００台設置する予定です。 

 

当行は今後も、「お客さま満足度Ｎｏ.１銀行」、「県民のベストリテールバンク」を目

指し、地元の皆さまのお役に立てるよう、価値あるサービスの提供に努めてまいります。 
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